
車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

夜間はライトを点灯
夜間はライトを点灯しましょう。

交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認
信号遵守と交差点での一時停止・
安全確認を行いましょう。

ヘルメットを着用
自転車の運転者は、
乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

飲酒運転は禁止
自転車でも飲酒運転は禁止です。

歩道では、すぐに停止できる速
度で、歩行者の通行を妨げる
場合は一時停止しなければな
りません。

自転車は、道路の左端に寄っ
て通行しなければなりません。

道路交通法上、自転車は軽車両と
位置付けられています。したがって、
歩道と車道の区別があるところは
車道通行が原則です。

STOP



[重要なお願い]
・110番又は交番・警察署へ事故の届け出を行ってください。
・事故受付センターにお電話の際は、はじめに「TSマークの事故の件
  です」とお伝えください。
・TSマークの「色」、「自転車安全整備士番号」、「点検基準日」を確認し、
 事故受付センターにご連絡ください。確認ができない場合は、加入確
 認ができず、事故対応ができません。

期間


